
 
 

 

新 潟 県 細 胞 検 査 士 会 規 約  

 

 

第 1 章  名  称  

 
第 1 条   本会は新潟県細胞検査士会と称す。 
 

第 2 章  目  的 と 事  業  
 
第 2 条   本会は、会員の細胞診断学的知識技能の研鑚、会員相互の親 
睦を図ることを目的とする。 

 
第 3 条   本会は、前条の目的を達するため次の事業を行う。 

1） 研究会、セミナー、研修会などの計画と実施 
2） その他本会が必要と認める事業 

 

第 3 章  会  員  

 
第 4 条    本会は、新潟県内に勤務もしくは在住の細胞検査士ＣＴ（JSC）

をもって構成される。 
 

第 5 条    会員は別に定める会費を納入しなければならない。 
 
第 6 条    会員が下記のいずれかに該当するに至った時は、その資格 
を失う。 

1） 会員の死亡または失踪宣告を受けたとき。 
2） 会員が細胞検査士の資格を失ったとき。 
3） 第４条の会費納入を継続して 2 年以上滞納し、督促に応

じない場合。 



 
 

第 4 章  役  員  

 
第 7 条    本会に下記の役員を置く。 

会長 1 名、副会長 1 名、事務局長 1 名、会計 1 名、幹事 若干名。 

会長は、会の運営に資するため、必要に応じて顧問を委嘱することができる。 
顧問は、会長の諮問並びに役員会に応じ、助言を行うものとする。顧問の任期、

人数は、会長が定める。 

 

 
第 8 条   会長及び副会長、事務局長ならびに幹事の役員は、会員の互選

により選出される。総会で選出された役員の任期は 1 年とし、再選は妨げない。 

2 役員は役員会を構成し、本会の事業を審議、執行する。 
 

第 5 章  会  議  

 
第 ９ 条    本会に下記の会議を置く。 
 

1） 総会 
2） 役員会 

 
第 10 条   本会は年 1 回の定時総会のほか、会長の要求または、会員 3 
分の 1 以上の要求が有った場合、臨時総会を開催することができる。 
総会は、すべての会員により構成され、会長がこれを招集する。 
         
第 11 条   総会は、会員の 4 分の 1 以上の出席により成立し、議決は出 
席会員の過半数により決する。また可否同数の場合は、議長がこれを決する。 

 
第 12 条  役員会は、会長、副会長、事務局、会計、及び幹事をもって構 
成する。 
役員会は、最低でも年 1 回以上開催し、この会に関する重要事項を協議決定 
する。また必要に応じて会長が召集し、臨時役員会を開催することができる。 
 



 
 

 
 

第 6 章  支 部 機 構  

 
第 13 条  本会は、全県下に会員数に合わせて地区分担を行う。各地区の

責任者については、幹事がこれにあたる。 
 

第 7 章  会  計  

 
第 14 条  本会の会費は、当分の間年 1,000 円とする。 
 
第 15 条  この会の事業計画及びこれに伴う予算書は、役員会で承認後、

総会で承認する。 
 
第 16 条  この会の事業報告及び収支決算は、役員会の承認後、総会で承

認する。 

第 17 条  この会の会計年度は、4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わ

る。 
 

第 8 章  規 約 の 変 更  

 
第 18 条  この規約の変更は、役員会の決定により行われ、総会の承認を

経て発効する。 
 
 
この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。 
 
附則 1. この団体を次の所在地に置く。 
950-1104   
新潟県新潟市西区寺地 250－7   
社会福祉法人恩賜財団済生会支部 新潟県済生会 済生会新潟病院 病理診断科 
新潟県細胞検査士会  会長  遠藤 浩之 
 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=93181ce64a3bccf387d2592ffc6643492d5eb7f8b33afdf7fce14e0129596963JmltdHM9MTc1NzQ2MjQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=3ca44d80-0679-6cdf-2850-591507016d7d&psq=%e6%b8%88%e7%94%9f%e4%bc%9a%e6%96%b0%e6%bd%9f%e7%97%85%e9%99%a2+%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8&u=a1aHR0cHM6Ly9uZ3Quc2Fpc2Vpa2FpLm9yLmpwLw


 
 

附則 2 「新潟県細胞検査士会旅費規程」を別途定める。 
 
附則 3 「新潟県細胞検査士会総会および新潟県細胞検査士会主催の研修会等に

おける経費規程」を別途定める。 

 
 
 
 

本規約は昭和 58 年 4 月 1 日から施行する。 
昭和 63 年 4 月 1 日   規約一部改正 
平 成 1 6 年 4 月  規 約 一 部 改 正 
平 成 1 7 年 5 月  規 約 一 部 改 正

平 成 2 5 年 6 月  規 約 一 部 改 正 
令 和 元 年 6 月    規 約一 部 改 正 
令 和 ４ 年 6 月  規 約一 部 改 正 
令 和 ７ 年 10 月  規 約一 部 改 正 
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